
法的認定 

人道に対する罪  

２２． 検察団は、天皇裕仁その他の日本軍・政府高官を、第二次大戦中日本軍が征服したアジア太平洋
地域諸国の女性たちの強かんと性奴隷制を是認し、黙認し、防止しなかった責任について、人道に対する
罪で起訴している。検察団による膨大な文書証拠および証人証言の受理から予備的事実認定発表まで
の時間が短いため、裁判官は、中核の被告人・天皇裕仁の、強かんと「慰安婦」と呼ばれる軍性奴隷制の
制度についての責任の評価に焦点をあてることにした。その他の被告人に関しては、2001年3月8日に発
表予定の最終判決まで認定の発表を延期する。我々がこれを正義の精神に基づいて行うことを、被害女
性（サバイバー）、検察官、またアジア太平洋地域の人々が理解することを信じている。 

２３． それゆえ我々は、1945年当時の法と、検察団が提出した物や主張したこと、さらに、筆舌に尽くし難
いこの暴力が1945年当時までの法では犯罪とみなされていなかったとする日本政府の主張を細心に検討
した。我々の認定では、人道に対する罪----侵害行為の中でも最もすさまじいものの一つ----は、戦後
の各法廷で訴追されるべきであったものであり、また、現在適切に訴追されるべきであった。さらに我々の
認定では、強かんと性奴隷制は、広範囲、組織的、または大規模に行われた際には、人道に対する罪を
構成する。1945年までに、強かんと奴隷化の両方ともが国際法のもとで極 悪な犯罪として長く認められて
いた。性奴隷制は新しく犯罪とされたものではなく、むしろ奴隷化の特に残虐極まる、侵略的で破壊的な
形態である。奴隷化とは「人に対して所有権に伴う権能の一部または全部を行使する」ことと定義されてい
る。奴隷化には、強制的または詐欺による移送、強制労働その他の人間を所有物として扱うことが含まれ
る。「慰安婦」たちを軍需「物資」の一部として徴発したことは、今日の世界でもあまりにも広く見られる女性
差別・人種差別的態度に根ざす性奴隷制が、主としてアジア太平洋地域の貧しい非・日本人の女性に向
けられつつ前例の ない規模で制度化されたことを示している。 

２４． この「法廷」に提出された証拠の検討に基づき、裁判官は天皇裕仁を人道に対する罪について刑事
責任があると認定する。そもそも天皇裕仁は陸海軍の大元帥であり、自身の配下にある者が国際法に従
って性暴力をはたらくことをやめさせる責任と権力を持っていた。天皇裕仁は単なる傀儡ではなく、むしろ
戦争の拡大に伴い、最終的に意思決定する権限を行使した。さらに裁判官の認定では、天皇裕仁は自分
の軍隊が「南京大強かん」中に強かんなどの性暴力を含む残虐行為を犯していることを認識していた。こ
の行為が、国際的悪評を招き、また征服された人々を鎮圧するという彼の目的を妨げるものとなっていた
からである。強かんを防ぐため必要な、実質的な制裁、捜査や処罰などあらゆる手段をとるのではなく、む
しろ「慰安所」制度の継続的拡大を通じて強かんと性奴隷制を永続的させ隠匿する膨大な努力を、故意に
承認し、または少なくとも不注意に許可したのである。さらに我々の認定するところでは、天皇は、これほ
どの規模の制度は自然に生じるものではないと知っていた、または知るべきであったのである。 
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